
電力広域的運営推進機関 

 

 

 

 

 

 

需給調整市場検討小委員会の設置について 

 

 

１．背景 

２０２０年度の需給調整市場創設に向けて、資源エネルギー庁、電力・ガス取

引監視等委員会、電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」）において一体的に

検討を進めており、広域機関は市場運営等に係る詳細検討を行っているが、国の

審議会において、市場運営に万全を期すため、広域機関において有識者や関係事

業者が参加する形で、調達や運用の考え方、調整力必要量の考え方、商品設計な

どの見直しを検討する委員会を開催することが提案された。 

上記検討については、調整力の在り方を検討している「調整力及び需給バラン

ス評価等に関する委員会」（以下「調整力等委員会」）において検討及び議論を行

うことが考えられるが、技術的検討や市場運営に係る検討等、需給調整市場の検

討は多岐に亘ることを鑑み、調整力等委員会の下に、幅広い有識者を含めた小委

員会という形で需給調整市場に特化した委員会を新たに開設することとなった。 

 

２．目的 

需給調整市場に関する事項全般の検討 

（実運用の観点を踏まえた必要な調整力の量・質等の条件の検討、市場運営等や

広域化に関する技術的検討 等） 

 

３．運営方針 

（１）議事等 

・ 需給調整市場に関する事項全般の検討については、従来調整力等委員会にて扱

っていた技術的課題も含め、本小委員会にて議決する。 

・ 小委員長は、必要に応じ調整力等委員会に議事の経過を報告する。 

・ 会議及び配布資料ともに原則公開とするが、個別の事情等、小委員長の判断に

より非公開とすることができる。 

 

（２）委員 

・ 本小委員会の委員は、原則として次の者を含むよう構成する。 

中立者委員：電気工学、経済学、法律学、企業会計等に関する専門的知見を有

する者 

第１０回 調整力の細分化及び広域調達の

技術的検討に関する作業会 資料２－２ 



電力広域的運営推進機関 

事業者委員：一般送配電事業者、発電事業者、小売電気事業者に所属する役員

または従業員であって、需給調整の実務に関する専門的知見を有する者 

・ 調整力等委員会と同様、本小委員会における委員の任期は２年とし、再任は原

則２回までとする。 

 

（３）その他 

・ 需給調整市場に関する事項全般の検討を本小委員会にて実施するため、これま

で需給調整市場に関する技術的検討の一部を行っていた調整力の細分化及び広

域調達の技術的検討に関する作業会については、今後は本小委員会の下に設置

することとする。 

 

以上 



1

需給調整市場検討小委員会の設置について

第２４回調整力及び需給バランス評価等
に関する委員会 資料２－１

２０１８年１月２３日

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 事務局



2これまでの経緯について

 需給調整市場創設に向けた技術的検討を進めるにあたり、調整力及び需給バランス評価等に関する委員
会（以降「調整力等委員会」と称する）の下に調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会
（以降「調整力作業会」と称する）を設置。

 調整力作業会では、調整力の区分、量、要件等とその調整力の広域的な調達・運用に係る要件等について
検討・議論を実施（現時点まで作業会は計９回開催）。現在においても、継続して検討を進めているところ。

出所）第１７回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2017/chousei_jukyu_17_haifu.html



3広域機関における現在の検討体制について

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

主査：大山委員長

主査代理： 横浜国立大学 大学院工学研究院 辻准教授

＜作業会メンバー＞

 広域機関 （事務局）

 一般送配電事業者

調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会

設置報告

審議

＜オブザーバー＞

 資源エネルギー庁

 電力・ガス取引監視等委員会

 調整力等委員会の下に調整力作業会を設置し、調整力作業会において調整力の細分化及び広域化に関
する技術的検討を実施。

 検討結果については、親委員会である調整力等委員会に適宜報告し、調整力等委員会にて審議が行わ
れる。



4（参考）制度検討作業部会より

出所）第１１回制度検討作業部会 資料４
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/011_04_00.pdf



5需給調整市場に関する検討の場について

 国の審議会である制度検討作業部会において、需給調整市場創設に向けた議論が行われているが、そ
の中で、今後広域機関にて対応すべき項目についても整理された。

 特に需給調整市場の開設主体に関して、制度検討作業部会から以下のような進め方が提案された。

（制度検討作業部会 中間論点整理（第２次）より抜粋）
２０２０年時点で一般送配電事業者が共同で市場運営主体や共通プラットフォームの管理主体になる

としても、運営を透明化し万全を期すことが求められる。
このため、広域機関において有識者や関係事業者が参加する形で、調達・運用の考え方、調整力必

要量の考え方、商品設計などの見直しを検討する委員会を開催するとともに、応札・落札結果などの取
引情報を適切に公開するなどの対応をとることが求められる。
なお、２０２０＋Ｘ年の需給調整市場の整備やシステム開発に向けた検討についても、最短で実現可

能な時期の精査も含め、当該委員会にて行うことが適当であると考えられる。その上で、重要な事項に
ついては、国の審議会に報告し審議することが適当と考えられる。

 上記検討については、調整力等委員会において検討及び議論を行うことが考えられるが、技術的検討や
市場運営に係る検討等、需給調整市場の検討は多岐に亘ることを鑑み、需給調整市場に関する今後の
検討について、調整力等委員会とは別に、有識者や関係事業者を含めた委員会を新たに開設する必要
があるのではないか。



6（参考）制度検討作業部会 中間論点整理（第２次）より

出所）制度検討作業部会 中間論点整理（第２次） p.87-88
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/
denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/20171226_01.pdf



7（参考）第１１回制度検討作業部会より（１）

出所）第１１回制度検討作業部会 資料４
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/011_04_00.pdf



8（参考）第１１回制度検討作業部会より（２）

出所）第１１回制度検討作業部会 資料４
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/011_04_00.pdf



9（参考）第１１回制度検討作業部会より（３）

出所）第１１回制度検討作業部会 資料４
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/011_04_00.pdf



10（参考）第１１回制度検討作業部会より（４）

出所）第１１回制度検討作業部会 資料４
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/011_04_00.pdf



11（参考）第１４回制度検討作業部会より（１）

出所）第１４回制度検討作業部会 資料３
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/014_03_00.pdf



12（参考）第１４回制度検討作業部会より（２）

出所）第１４回制度検討作業部会 資料３
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/014_03_00.pdf



13（参考）第１４回制度検討作業部会より（３）

出所）第１４回制度検討作業部会 資料３
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/014_03_00.pdf



14（参考）第１４回制度検討作業部会より（４）

出所）第１４回制度検討作業部会 資料３
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/014_03_00.pdf



15（参考）第１４回制度検討作業部会より（５）

出所）第１４回制度検討作業部会 資料３
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/014_03_00.pdf



16（参考）第１５回制度検討作業部会より（１）

出所）第１５回制度検討作業部会 資料３
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/seido_kento/pdf/015_03_00.pdf



17需給調整市場検討小委員会の設置及び今後の検討体制について

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

需給調整市場検討小委員会

調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会

 制度検討作業部会での整理を踏まえ、調整力等委員会に、委員会規程第５条に基づく小委員会を設置し、
調整力等委員会の審議事項の一部を分担させることとしてはどうか。

【小委員会の名称】 ： 需給調整市場検討小委員会

【審議事項】 ： 需給調整市場に関する検討事項全般

（実運用の観点を踏まえた必要な調整力の量・質等条件の検討、市場運営等や
広域化に関する技術的検討等）

 需給調整市場に関する審議は、原則として需給調整市場検討小委員会にて行うこととしてはどうか。

 調整力作業会については、調整力等委員会の下に設置していたが、今後は需給調整市場検討小委員会
の下に設置し、検討結果の報告・審議の場を需給調整市場検討小委員会とすることとしてはどうか。

理事会

設置・諮問

審議事項の分担

設置 報告・審議

答申

需給調整市場に関する検討範囲
小委員長判断で必要により報告

 需給調整市場に関する事項全般の検討
については、従来調整力等委員会にて
扱っていた技術的課題も含め、本小委
員会にて議決する。

 小委員長は、必要に応じ調整力等委員
会に議事の経過を報告する。



18需給調整市場検討小委員会の運営について

需給調整市場検討小委員会 運営方針

１．議事等

 需給調整市場に関する事項全般の検討については、従来調整力等委員会にて扱っていた技術的課題も
含め、本小委員会にて議決する。

 小委員長は、必要に応じ調整力及び需給バランス評価等に関する委員会に議事の経過を報告する。

 原則として、会議及び配布資料ともに公開とするが、個別の事情等、小委員長の判断により非公開とする
ことができる。

２．委員

 本小委員会の委員は、原則として次の者を含むよう構成する。

中立者委員：電気工学、経済学、法律学、企業会計等に関する専門的知見を有する者

事業者委員：一般送配電事業者、発電事業者、小売電気事業者に所属する役員または従業員で
あって、需給調整の実務に関する専門的知見を有する者

 調整力等委員会と同様、本小委員会における委員の任期は２年とし、再任は原則２回までとする。



19（参考）調整力等委員会及び調整力作業会の今後の検討体制について

＜調整力等委員会＞

 現在の調整力等委員会諮問事項は以下の通り。

（１）予備力及び調整力の今後のあり方に係る検討

（２）連系線マージンの今後のあり方に係る検討

（３）電源入札等の検討開始の必要性を判断するための需給バランス評価及び需給変動リスク分析に係る検討

 需給調整市場検討小委員会の設置により、上記諮問事項に含まれる需給調整市場における調整力の今
後のあり方に係る検討について、審議事項を需給調整市場検討小委員会に分担。

＜調整力作業会＞

 調整力作業会設置の目的は以下の通り。

需給調整市場における商品となる調整力の区分、量、要件等とその調整力の広域的な調達・運用に係る要件等に
ついて、技術的な観点から検討し整理することを目的とする。

 上記の技術的検討は引き続き調整力作業会にて実施し、検討結果を需給調整市場検討小委員会で審議。



20（参考）需給調整市場検討小委員会 委員案

【委員長】

大山 力 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授

【委員】（中立者）

市村 拓斗 森・濱田松本法律事務所 弁護士

大橋 弘 東京大学大学院 経済学研究科 教授

辻 隆男 横浜国立大学大学院 工学研究院 准教授

馬場 旬平 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 准教授

林 泰弘 早稲田大学大学院 先進理工学研究科 教授

樋野 智也 公認会計士

松村 敏弘 東京大学 社会科学研究所 教授

【委員】（事業者）

市村 健 エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長

久保田 泰基 大阪ガス株式会社 エンジニアリング部 電力技術チームマネジャー

塩川 和幸 東京電力パワーグリッド株式会社 技監

高橋 容 株式会社エネット 技術本部 取締役技術本部長

野村 京哉 電源開発株式会社 経営企画部 審議役

平岩 芳朗 中部電力株式会社 執行役員 電力ネットワークカンパニー 系統運用部長

渡邊 修 九州電力株式会社 エネルギーサービス事業統括本部 企画・需給本部 部長（需給調整担当）

【オブザーバー（必要に応じて）】

資源エネルギー庁、電力・ガス取引監視等委員会

（敬称略）

（敬称略、五十音順）

（敬称略、五十音順）



21（参考）委員会規程抜粋

（小委員会）
第５条 委員会は、必要があるときは、小委員会を置き、委員会で審議すべき事項の一部を分担させることができる。
２ 小委員会に属すべき委員は、委員長が指名する。
３ 小委員会に、その事務を掌理する小委員長を置き、小委員会に属する委員の中から委員長が指名する。
４ 小委員長に事故がある場合は、その職務を代理する委員を委員長が選任する。但し、委員長が予めその職務を代理する委
員を定めたときは、これに従うものとする。
５ 第６条乃至第９条及び第１１条の規定（第７条第７項の規定を除く。）は、小委員会について準用する。この場合において、こ
れらの規定中「委員会」とあるのは「小委員会」、「委員長」とあるのは「小委員長」、「理事会」とあるのは「委員会」と読み替え
るものとする。

（委員会の招集）
第６条 委員会は、委員長又は理事会が必要と認めたときに召集する。

（会議）
第７条 委員会は、委員の過半数が出席し、かつ、議決に加わることのできる中立者委員（電気供給事業者を代表する者として
選任した委員（以下「事業者委員」という。）を除く委員をいう。以下同じ。）の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ
とができない。
２ 委員長は、事業者委員について、やむを得ない事情がある場合には、代理の者の出席を認めることができる。
３ 委員会の議事は、議決に加わることのできる中立者委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
４ 議事の内容に特別な利害関係を有する中立者委員は、当該議事の議決に加われないものとする。
５ 議事の内容に特別な利害関係を有する事業者委員は、委員長が指示する場合は、審議に参加することができないものとす
る。
６ 第３条第４項但書に基づき、評議員と兼任する委員は、委員会における議決権を有しない。
７ 委員会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
８ 企業の合併等により、複数の委員が同一の電気供給事業者（複数の電気供給事業者定款第７条第２項に定める親子法人
等の関係にある場合には、当該複数の電気供給事業者を同一の電気供給事業者とみなす。）に所属する状況になった場合、
当該委員は、本機関にその旨を報告しなければならない。この場合の取扱いについては、理事会において決定する。

９ 本機関の役員及び理事長の指名する者は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
１０ 委員長は、委員会にオブザーバーを招聘し、その意見を聞くことができる。




